
今
後
の
進
め
方

①
長
期
間
、
間
伐
な
ど
の
施
業
が
行

わ
れ
ず
、
今
後
の
管
理
計
画
も
な

い
森
林
所
有
者
へ
経
営
管
理
に
対

す
る
意
向
調
査
を
行
い
ま
す
。

※
全
地
区
の
調
査
が
完
了
す
る
ま
で

に
10
年
程
度
を
要
す
る
見
込
み
で

す
。

②
意
向
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
森

林
所
有
者
自
ら
が
、
経
営
管
理
を

で
き
な
い
場
合
に
は
、
森
林
所
有

者
と
林
業
経
営
者
の
マ
ッ
チ
ン
グ

を
行
い
、
計
画
的
に
林
業
経
営
の

集
積
・
集
約
化
を
進
め
ま
す
。

制
度
の
導
入
に
よ
り
期
待
さ

れ
る
効
果

　
経
営
管
理
が
可
能
に
も
か
か
わ
ら

ず
放
置
さ
れ
て
い
た
人
工
林
が
活
用

さ
れ
、
林
業
の
成
長
産
業
化
に
つ
な

が
り
ま
す
。

　
ま
た
、
土
砂
災
害
の
防
止
や
二
酸

化
炭
素
の
吸
収
に
よ
る
地
球
温
暖
化

の
防
止
な
ど
、
森
林
の
持
つ
多
面
的

機
能
の
発
揮
に
も
繋
が
り
ま
す
。

　
森
林
所
有
者
に
と
っ
て
は
、
市
が

介
在
す
る
こ
と
に
よ
り
、
長
期
的
に

安
心
し
て
所
有
森
林
の
経
営
管
理
を

任
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

特集

森
林
経
営
管
理
制
度
が
ス
タ
ー
ト

～
所
有
す
る
森
林
の
適
切
な
管
理
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
～

森
林
所
有
者
の
皆
さ
ま
へ

森
林
経
営
管
理
制
度
の
制
定

　
昨
年
、
森
林
資
源
の
適
切
な
管
理

と
林
業
の
成
長
産
業
化
を
推
進
す
る

た
め
、「
森
林
経
営
管
理
法
」
が
制

定
さ
れ
、
今
年
度
か
ら
市
町
村
が
主

体
と
な
っ
て
森
林
管
理
を
行
う
森
林

経
営
管
理
制
度
（
新
た
な
森
林
管
理

シ
ス
テ
ム
）
が
始
ま
り
ま
し
た
。　

　

こ
の
制
度
で
は
、「
多
様
で
健
全

な
森
林
」
を
目
指
し
て
、
林
業
経
営

に
適
し
た
森
林
の
集
約
化
を
進
め
、

木
材
生
産
の
場
と
し
て
利
用
で
き
る

よ
う
に
す
る
一
方
、
林
業
経
営
に
適

さ
な
い
人
工
林
は
、
管
理
コ
ス
ト
の

低
い
針
葉
樹
と
広
葉
樹
の
混
交
林
な

ど
へ
誘
導
し
ま
す
。
経
営
管
理
が
行

わ
れ
て
い
な
い
人
工
林
に
つ
い
て
は
、

市
町
村
が
仲
介
役
と
な
り
、
森
林
所

有
者
と
林
業
経
営
者
を
繋
げ
る
こ
と

で
、
適
正
な
森
林
管
理
を
進
め
ま
す
。

本
市
の
森
林
の
現
状

　
本
市
は
、
総
面
積
の
約
８
割
が
森

林
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
人
の
手
に

よ
り
植
栽
さ
れ
た
民
有
人
工
林
は
約

1
万
3
千
ヘ
ク
タ
ー
ル
あ
り
ま
す
。

　
人
工
林
は
、
人
が
手
を
加
え
続
け

な
け
れ
ば
根
が
成
長
せ
ず
、
生
育
不

良
な
樹
木
が
増
え
る
ほ
か
、
下
草
が

育
た
な
け
れ
ば
、
森
林
が
本
来
持
つ

生
物
多
様
性
の
保
全
や
土
砂
災
害
の

防
止
な
ど
の
多
面
的
機
能
が
低
下
し

て
し
ま
う
た
め
、
適
正
な
管
理
を
続

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

戦
後
の
拡
大
造
林
に
よ
り
植
栽
さ
れ

た
人
工
林
は
50
年
生
ほ
ど
と
な
り
、

木
材
と
し
て
利
用
す
る
時
期
を
迎
え

て
い
ま
す
が
、
適
正
に
管
理
さ
れ
て

い
な
い
人
工
林
も
多
く
、
全
国
的
な

問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
市
で
は
、
森
林
経
営
管

理
制
度
の
ス
タ
ー
ト
に
伴
い
、
管
理

さ
れ
て
い
な
い
人
工
林
の
面
積
と
、

そ
の
所
有
者
数
を
調
査
す
る
準
備
を

進
め
て
い
ま
す
。

森
林
経
営
管
理
制
度
の
概
要

　
こ
の
制
度
で
は
、
森
林
所
有
者
が

適
切
な
時
期
に
伐
採
や
造
林
、
保
育

を
行
う
責
務
が
明
確
化
さ
れ
、
森
林

所
有
者
自
ら
が
森
林
の
経
営
管
理
を

実
行
で
き
な
い
場
合
に
は
、
市
町
村

が
森
林
の
経
営
管
理
を
受
託
し
、
意

欲
と
能
力
の
あ
る
林
業
経
営
者
へ
の

再
委
託
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
な
お
、
再
委
託
で
き
な
い
場
合
や

再
委
託
に
至
る
ま
で
の
期
間
は
、
そ

の
森
林
を
市
町
村
が
管
理
し
ま
す
。

森林の経営管理の現状と将来像

私有
人工林

すでに集積・集約化されている人工林
（約 1/3）
集積・集約されていない人工林について、従来からの取り
組みの推進に加え、森林経営管理制度により整備を促進し
ます。

目指す姿
現状

育成複層林
自然条件に合わせて、林業経営に適さない人工林は、管理コストの低い針広混
交林（スギや広葉樹が混ざりあった森林）に誘導。

多様で健全な
森林へ誘導

育成単層林
自然条件などが良く、林業経営に適した人工林は、森林経営管理の
集積・集約化、路網整備を進め、生産的利用を積極的に展開。

林業の成長産業化・森林の多面的機能の発揮

新たな森林管理システム

鹿角市の森林内訳（全体 55,389ha）

国有林
34,629ha

（62.5％）

民有林（人工林）
12,911ha

（23.3％）

民有林（その他）　211ha（0.4％）民有林（天然林）
7,628ha

（13.8％）

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

意
向
調
査
の
実
施

　
今
後
の
適
正
な
森
林
管
理
に
つ
な

げ
て
い
く
た
め
、
森
林
所
有
者
に
意

向
調
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
今
年
度
は
八
幡
平
の
一
部
地
域
か

ら
調
査
を
行
い
、
来
年
度
以
降
も
順

次
実
施
し
て
い
き
ま
す
。
お
手
元
に

通
知
が
届
い
た
場
合
は
、
調
査
へ
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
対
象
地
区　
玉
内
葛
岡
地
区
、
大

里
地
区
、
小
豆
沢
地
区

◆
調
査
期
間　
5
月
下
旬
～
6
月

◆
提
出
方
法　
付
属
の
封
筒
に
よ
る

投
か
ん
、
ま
た
は
農
林
課
農
地
林
務

班
ま
で
調
査
票
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
質
問
や
要
望
な
ど
に
つ
い
て
は
、

農
林
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問 

農
林
課 

農
地
林
務
班

　

 

☎
30
‐
０
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植栽
課題

伐採
間伐が進まない

路網が開設でき
ない

天然生林 天然生林

育成

利用

多様な伐期による伐採
と植栽による確実な更
新を図る
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